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産業建設委員会記録

開 会 年 月 日 令和元年11月18日

開 会 時 刻 午前８時57分

閉 会 時 刻 午前10時45分

出 席 委 員 名

◎上村和生 ○野口佳子 中村 功 世古 明

小山 敏 山本正一 宿 典泰 世古口新吾

中山裕司 議長

欠 席 委 員 名

署 名 者 中村 功 世古 明

担 当 書 記 森田晃司

審 査 案 件

継続調査案件 所管事業の令和元年度進捗状況及び予算の執行状況等

の調査について

継続調査案件 地域公共交通に関する事項

・地域公共交通再編について

説 明 者

産業観光部長、産業観光部参事、商工労政課長、農林水産課長、

観光誘客課長、国体推進局長、国体推進局次長、国体総務課長、

都市整備部長、都市整備部次長、都市整備部参事、交通政策課長、

交通政策課副参事、基盤整備課長、情報戦略局長、情報戦略局参事、

財政課長、その他関係参与
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審査経過

上村委員長が開会を宣告し、会議成立宣言の後、会議録署名者に中村委員、世古委員を

指名した。

その後、直ちに議事に入り、継続調査となっている「所管事業の令和元年度進捗状況及

び予算の執行状況等の調査について」及び「地域公共交通に関する事項」を順次議題とし、

当局から報告を受け、質疑の後、「所管事業の令和元年度進捗状況及び予算の執行状況等

の調査について」は今回で調査を終了し、「地域公共交通に関する事項」は引き続き調査

を行うことで決定し、委員会を閉会した。

なお、詳細は以下のとおり。

開会 午前８時57分

◎上村和生委員長

ただいまから産業建設委員会を開会いたします。

本日の出席者は全員でありますので、会議は成立しております。

これより会議に入ります。

会議録署名者２名は委員長において、中村委員、世古委員の御両名を指名いたします。

本日の案件は、継続調査案件となっております「所管事業の令和元年度進捗状況及び予

算の執行状況等の調査について」及び「地域公共交通に関する事項」であります。

議事の進め方につきましては、委員長に御一任いただきたいと思いますが、御異議ござ

いませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

◎上村和生委員長

御異議なしと認めます。そのように取り計らいさせていただきます。

【所管事業の令和元年度進捗状況及び予算の執行状況等の調査について】

◎上村和生委員長

それでは、「所管事業の令和元年度進捗状況及び予算の進捗状況等の調査について」の

御審査を願います。

当局の説明をお願いします。

財政課長。

●大西財政課長

おはようございます。

それでは、所管事業の令和元年度進捗状況及び予算の執行状況等の調査につきまして、

御説明申し上げます。

資料１をごらんください。このたび御説明申し上げます予算の執行状況等は、各常任委

員会から御指示のございました施策事業について作成したものでございます。お手元の資
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料につきましては、16事業の進捗状況をお示ししております。産業建設委員会所管分の執

行状況につきましては、12ページから16ページに掲載の５事業が該当いたします。

12ページをお開きください。まず、様式について御説明をいたします。

上段に事業目的を記載しております。事業内容の欄には、当初予算編成時に想定した内

容・計画等を、進捗状況の欄には、特に断りがないものにつきましては本年11月１日時点

における予算執行上の現状を、事業を取り巻く状況等の欄には、事業執行に伴い生じた課

題・問題点、今後の展望などを記し、現状の分析を行っております。

また、下段の事業費欄に現計予算額等を記してございますが、執行済額は９月末時点で

の支出負担行為済み額を記しております。

それでは、各事業の概略について御説明いたします。

12ページをお願いいたします。獣害防止事業です。本件につきましては、有害獣から農

作物への被害軽減を図るため、総合的な被害防止対策を行うほか、地域主体で行っている

捕獲活動等を支援するものです。

執行状況といたしましては、伊勢地区猟友会へ有害獣の捕獲を委託し、これまでにイノ

シシ29頭、鹿59頭、猿４頭の捕獲報告を受けております。また、伊勢市鳥獣被害防止対策

協議会の事業といたしまして、捕獲おりによる猿の捕獲を実施いたしまして、15頭を捕獲

しております。

有害獣の捕獲については、依頼しております猟友会の会員数が高齢化により減少してい

ることから、会員の増加に向けた取り組みを進めてまいります。

次に、13ページをお願いいたします。商品力・販売力向上支援事業です。本件につきま

しては、市内事業者の商品力及び販売力の向上を図るため、幅広い世代で知名度のあるビ

ームスとの協働による取り組みを行うものです。

執行状況といたしましては、ビームスジャパンのバイヤーによる講演会及びワークショ

ップを開催いたしました。ワークショップにおきましては、参加事業者が２班に分かれて

それぞれ２回開催し、商品開発のアドバイスを受けるほか、異業種間による意見交換など

を行いました。今後も市内事業者や商品の認知度を向上させるため、商品開発及び販売に

係る支援を行ってまいります。

次に、14ページをお願いいたします。外国人観光客誘致推進事業です。本件については、

人口減少による観光客減少へ対応するため、外国人観光客を誘致しようとするものです。

執行状況といたしましては、ジャパンハウス活用情報発信事業としまして、米国からは

ソーシャルメディアクリエイターを、英国、イギリスからはアーティストをそれぞれ招聘

いたしました。また、多言語対応の新しいパンフレットの作成を９月に完了いたしました。

外国人観光客数につきましては、伊勢志摩サミット開催後伸びていない状況にあること

から、今後も効果的な情報発信と受け入れ環境の整備を進めてまいります。

次に、15ページをお願いいたします。宮川河川敷公園整備事業です。本件については、

宮川の左岸に憩いやレクリエーションの場として、スポーツ施設や多目的広場等を整備し

ようとするものです。

執行状況としましては、散策路等の整備を行うため、河川管理者である国土交通省と協

議を進めるとともに、宮川河川敷公園整備工事の契約を締結いたしました。今後は用地買
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収を進めるとともに、市のスポーツ施設の利用状況を考慮し、整備内容について検討して

まいります。

次に、16ページをお願いいたします。国民体育大会準備経費です。本件につきましては、

令和３年に開催されます三重とこわか国体・三重とこわか大会を円滑に進めるため、三重

とこわか国体・三重とこわか大会伊勢市実行委員会におきまして開催準備を進めるもので

す。

執行状況といたしましては、実行委員会及び庁内推進会議の設置を行ったほか、競技会

場の仮設施設整備の設計、広報ＰＲ、ボランティア及び企業協賛の募集を進めています。

大会の成功に向けては、市民の認知度を向上させるとともに、各種団体との協力が重要で

ありますことから、積極的な情報発信や緊密な連絡調整を念頭に進めてまいりたいと考え

ております。

以上、産業建設委員会「所管事業の令和元年度進捗状況及び予算の進捗状況等につい

て」、概略を御説明申し上げました。よろしくお願い申し上げます。

◎上村和生委員長

ただいまの説明に対しまして、御発言はありませんか。

世古口委員。

○世古口新吾委員

順序は前後してもよろしいですか。

◎上村和生委員長

はい。

○世古口新吾委員

今、当局のほうからいろいろ説明を受けまして、十分理解するわけでございますが、や

はり私ちょっと確認しておきたいのは、獣害防止事業、この点につきまして、猟友会の会

員が少子高齢化の中で減ってきておるということは十分こちらも理解しておりますし、そ

れでまた獣害防止についても、非常にこれ難しいということも理解しておるわけでござい

ますが、そうした中で猟友会の会員が減少してきておるということで、どういうような実

態になっておるのかお聞きしておきたい、このように思います。

◎上村和生委員長

農林水産課長。

●廣農林水産課長

ただいまの御質問を受けました猟友会の会員ということなんですけれども、やはり高齢

化等に伴って減少しておるところでございます。ですので、これから捕獲活動におきまし

ては、また地域のほうへもできるだけ獣害対策等、猟友会の会員ではなくてもできるよう



－5－

な活動を周知していくとともに、あと免許取得の制度、そういったところも地域へ、獣害

対策活動の周知を行う会などにそういったことも周知して、推進を行ってまいりたいと、

このように考えております。以上です。

◎上村和生委員長

世古口委員。

○世古口新吾委員

答弁に対しましては、そういった取り組みをされておるということは想定できるわけで

すが、非常に毎年毎年これ有害獣の捕獲ということで出てきておるけれど、これイタチご

っこというか、年によって全然違うと思います。これではもう農産物の被害は減らないと

思います。

そうした中において、やっぱり一斉取り組みというか、定期的に、重点的に地域を定め

てやっていくとか、そしてまた被害に遭わないような柵を設置するとか、非常にこういう

ようなんもイノシシなんかやと２メートルぐらい飛び越えてくるとか、電気入っておって

もなかなかうまくよけていくとか、そういったことも十分言われておりますけれど、やは

りもっと変わったことをしてもらわんと、ただ毎年毎年捕獲しておるだけでは、なかなか

この問題はいつまでたっても前へ進まんし、かわりばえせんのではないんか、このように

思いますんで、その辺についてどう考えておんのかお聞かせ願いたいと思います。

◎上村和生委員長

農林課課長。

●廣農林水産課長

ただいまおっしゃいましたように、確かに獣害対策のほうをやってはもらっております

けれども、なかなか全てクリアできる状態ではないということを認識しております。です

ので、今後また周辺市町等ともいろんな連携とりながら、より効果的な方法はないものか

どうか研究して進めてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。以

上です。

◎上村和生委員長

世古口委員。

○世古口新吾委員

その点しっかりやっていただきたい。そやないと、毎年毎年一緒の何頭とったとか、お

金がどれだけかかったとか、そういった域を、前へ前進せんと思いますんで、そこらしっ

かりとやっぱりやってもらわんといかんのではないかな、このように思います。

そして、予算が1,112万5,000円ということで出ておりますけれど、猟のシーズンはこれ

からということでございますんで、やっぱり376万7,000円使われておるけれど、今後これ
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はぐっと金額がふえていくとは思いますけれども、やっぱりただ駆除するだけじゃなくし

て、いろいろな対策というか方法を考えてもらうためには、1,112万円では非常に予算的

に問題があるんではないんかな、このように思いますんで、その辺についても今後将来的

な展望と申しますか、考えがあればお聞かせ願いたいと思います。

◎上村和生委員長

農林水産課長。

●廣農林水産課長

今おっしゃっていただきましたように、予算に関しましても、もう予算を伴うような効

果的な事業の取り組みができれば、予算のほうを可決いただきまして、より効果的な獣害

対策の取り組みを行ってまいりたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたし

ます。以上です。

◎上村和生委員長

他に御発言はございませんか。

中村委員。

○中村 功委員

私も数点お聞きしたいと思いますが、まず獣害防止事業についてお伺いしたいと思いま

す。まず、先ほど世古口委員のほうから種々御質問がありましたが、私は執行状況という

ことですので、今現在、猿、イノシシ等がふえてきているのか、現状がどのように把握し

ておるのかをまずお伺いしたいと思います。

◎上村和生委員長

農林水産課長。

●廣農林水産課長

猿、イノシシ、鹿等の獣害対策に関しましては、有害の申請があれば、それに伴って捕

獲許可を出させていただいて、そして捕獲をお願いしているところでございますけれども、

今報告に関しましては、例年に比べて非常に少ない状態ではありますけれども、年度まと

めて報告というような形になりますので、今後また例年どおりのような形で捕獲状況の報

告もあると思いますので、特段、今報告が減っているからといって減っている状況ではな

くて、例年どおりの取り組みをこれからも含めていかなければならないという、そういう

状況であると考えております。以上です。

◎上村和生委員長

中村委員。
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○中村 功委員

届け出というのはこれからということに、年度末と、こういうことで集計はされるんで

しょうけれども、私の言いたいのは、今現在、農林水産課が現状をどのように把握してい

るか。実は今回、蓮台寺柿が非常に少ないと。これは当然ながら天候の影響もあったかと

思うんですが、非常に猿が多く出ているというようなことをお聞きするわけです。ですの

で、農林水産課としてどのように現状を捉えているのかを確認したいんです。もちろん柿

の部分だけではなく、全市的にどのように捉えているのかと。

◎上村和生委員長

農林水産課長。

●廣農林水産課長

ただいまおっしゃっていただきましたように、柿に対する猿の被害というのもたくさん

相談を受けております。現在、猿の対策に関しましては、嘱託職員２名を獣害パトロール

員というところで、猿のほうの動向調査のほうを行っておるところでございます。これは

発信機をつけてある猿がありまして、その猿の信号状況に応じて、信号をキャッチして目

視できた場合には、地域へ今このあたりに猿がおるよというようなことを皆さんに情報を

提供して、そして地域ぐるみでの注意喚起であるとか、追い払いであるとか、そういった

ところを実施していただいておるところです。そんな形で猿の対策を進めておるところで

す。以上です。

◎上村和生委員長

中村委員。

○中村 功委員

すみません。ちょっと質問の仕方も悪かったんかわかりませんが、要は農林水産課が現

状をどのように今、多いのか少ないのか、例年に比べて。それをちょっとお伺いしたい。

どのように感じているのかをお伺いしたいんですが。

◎上村和生委員長

農林水産課課長。

●廣農林水産課長

どうもすみませんでした。やはり獣害に関しましては例年どおり、大変皆さん、農作業

をされている方は苦慮しておる状況であると考えておりますので、今後ともより獣害対策

に力を入れていかないといけないと考えております。以上です。

◎上村和生委員長

産業観光部参事。
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●成川産業観光部参事

一例でお答えさせていただきますと、猿でいきますと、つかめている状況といたしまし

ては、二つの群れが市内の山で動き回っているというようなところで、その一つの群れが

100頭以上の固まりで行動していると。この数の正確な把握ということは、パトロールの

職員の目視で数えるとか、そういったレベルの話なんですけれども、おおよそ100頭ほど

の群れが二つあると、そういった状況をつかんでおるところでございます。以上です。

◎上村和生委員長

中村委員。

○中村 功委員

それは例年に比べて多いのか少ないのか。

◎上村和生委員長

産業観光部参事。

●成川産業観光部参事

職員からの報告もいただいておりますけれども、特にそんな減っているというような状

況ではないというふうにつかんでおります。以上です。

◎上村和生委員長

中村委員。

○中村 功委員

私としては非常に多いような、いろいろな施策が講じられているにもかかわらず、現状

が非常にふえている、難儀していると、こういうことで、最近では二見町の光の街にも猿

が進出したと、こういうお話も聞いております。ですので、農作物だけの問題ではないの

かなと、こう思いますので、これ執行状況の確認ですので、今後の予算執行に当たって、

やはり現状が多くなっているのか、それやったら予算の範囲の中で違うことが対策できな

いのか、あるいは次の予算に対してどのようにしていかなあかんのかということをやはり

していかないと、なかなか１頭とったでええんやとかいう数の問題ではないのかなという

ような気がしますので、その辺だけ指摘をしておきたいと思います。

次に、外国人観光客誘致推進事業についてお伺いします。新しいパンフレットの多言語

対応の部分ができたということなんですが、実は私、産業建設委員会の視察で尾道のほう

へ行ったときに、パンフレットが、英語だと思ったんですが、外国人が書いたたしか案内

図だったように記憶しておるんですが、その辺の視点はどのようにしているのかお伺いし

たいんですが。
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◎上村和生委員長

観光誘客課長。

●小林観光誘客課長

今おっしゃっていただいたように、外国人視点での取り組みというのは非常に重要なこ

とやと思います。私たちがつくったパンフレットについては、大手の企業さんと組んでや

っております。そちらでイラストとマップ、こういうものが見やすい、受けるというとこ

ろの情報をいただきながらつくったものとなっております。外国人に特別につくっていた

だいたというものではありません。

◎上村和生委員長

中村委員。

○中村 功委員

結果ですので、また今後そういう視点も入れたらいいのかなと視察をしてきたときに思

ったので、一言言っておきたいと思います。

あと、地図、パンフレットというよりは、ＳＮＳなんか外国人よく見ているように思う

んですが、その辺の案内とかいうのは確立をされているんでしょうか。

◎上村和生委員長

観光誘客課長。

●小林観光誘客課長

実はＳＮＳでの発信というのは、まだまだおくれている状態でございます。英語のフェ

イスブック等もありますが、随時情報が出せている状態ではありません。日本語のほうに

ついては毎日更新をしていっておるんですけれども、英語対応のほうがおくれているのが

現状でございます。

◎上村和生委員長

中村委員。

○中村 功委員

おくれているという認識の中で、今年度できることとできないことはあるかとは思いま

すが、今後どのようなお考えなんでしょうか。

◎上村和生委員長

観光誘客課長。

●小林観光誘客課長
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ＳＮＳを活用した情報発信については、翻訳等の手間も相当かかりますので、やっては

いきたいんですけれども、先ほど申し上げたようにできていない状態でございます。かわ

るものとしましては、ことし取り組んだイギリスアーティストとの協働事業の関係の取り

組み状況等がこの後発信される予定となっておりますので、そちらのほうにも期待したい

と思っております。

◎上村和生委員長

中村委員。

○中村 功委員

インバウンドということですので、そのあたりの感覚も必要かなということだけ申し上

げておきたいと思います。

最後に、国民体育大会準備経費についてお伺いしたいと思います。広報ＰＲ業務の中で、

庁舎装飾等による広報啓発活動というように実施をしたと、このように記載されておりま

すが、これは庁舎の階段のところに張ってあるシールというのか、そういうことなんでし

ょうか。ちょっとその辺の内容をお伺いしたいんですが。

◎上村和生委員長

国体総務課長。

●村井国体総務課長

庁舎の装飾につきましては、今、中村委員おっしゃっていただきました市役所の庁舎の

玄関、それから中のホールと、あと我々の国体の事務所が入っております庁舎の窓であっ

たり、あと消防本部防災センターの庁舎の窓、それから清掃センターの窓などにしてある

装飾のことであります。以上です。

◎上村和生委員長

中村委員。

○中村 功委員

ありがとうございます。大変国体に向けてＰＲが進んでいると、そのように感じておる

わけですが、ちょっと感じたところなんですが、ほかのところもいいんですが、階段に張

って誰をターゲットに宣伝しているのかなと感じたときに、市役所の職員にＰＲしている

のか。市役所ってそんなに市民って出入りするところでもないことはないんですが、そこ

だけでとどまっていていいのかなというふうに感じたわけです。本来であれば、市役所が

悪いというわけじゃないんですよ、これからプラスという意味で、やはり駅の階段とか、

階段であればそういうところがターゲットとしてはいいのか。

ターゲットといっても市民、県民、ほんで国民と、日本中と、こういうような格好にな

るのかなと思いますので、やはりターゲットを誰かに絞って、誰に絞ってということをし
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ておかないと、例えば庁舎の裏にのぼりを立てるとか。僕もよく感じるんですが、よく庁

舎の裏にのぼりを立てると、誰にＰＲしているのかなというのをつくづく感じるところで

ありますので、その辺の今後のターゲットを市民あるいは県民にという場所、今後の展開

というのはないんでしょうか。

◎上村和生委員長

国体総務課長。

●村井国体総務課長

先月、国体まで700日前ということがありまして、それにあわせて市の庁舎のほうの装

飾でのＰＲをさせていただきまして、今後は中村委員おっしゃっていただいたような駅で

あるとか、地域にそういった横断幕であったり装飾であったりということで、市民の方広

く知っていただけるようなＰＲを進めていきたいと考えております。以上です。

◎上村和生委員長

中村委員。

○中村 功委員

ありがとうございます。この間のラグビーのワールドカップでも、国歌を子供たちが歌

って非常に盛り上げたおもてなしがあったと、こういうような企画も非常に僕も感動しま

した。それをまねせよとは言いませんが、そういう取り組みもあるので、いろんな意味で

国体を、今からやったらまだ間に合うと思いますので盛り上げていってほしいなと思いま

す。以上です。

◎上村和生委員長

ほかに。

宿委員。

○宿 典泰委員

獣害防止事業について、質問させていただきたいと思います。猟友会免許のことで、猟

友会の高齢化が進んでおるというのは、もう十数年前から話もいただいてしております。

今マスコミなんかでいくと、猟友会免許を若い人に取っていただくためにいろんな試行錯

誤をしておるということなので、やはり民間の方は特別免許を取得できるなんていうこと

はほどほど思っていないと思うんですよね。そのあたりのＰＲというのはもう随分少ない

かなと。それをやはり伊勢市民だけで済むという話ではないけれども、やはりこれ伊勢市

の施策なので、市民に対して猟友会免許がどういう形でどういう手法をとっていけば、経

験年数の関係で取れるんやというようなことをきちっと説明する必要があると思うんです。

100人やって100人ともやりたいという人はおらんと思うので。そのあたりのことの手法と

いうのはやっぱりちゃんと考えて確立をせんと、高齢化問題は新しい人が参加をしてもら
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わないと、もうずっと永遠にやっておる話なので、猟友会の方をふやすというのは、本当

に使命やと思うんですよね。これはまず片づけば、相当数変わってくるんではないかなと

思うので、そのあたりの具体的な対策というのをもう一度御答弁いただきたいと思います。

◎上村和生委員長

農林水産課課長。

●廣農林水産課長

ありがとうございます。確かにおっしゃられますように、猟友会のメンバーふやすため

に、資格取得の免許を皆さんに取っていただくことは非常に大切なことやと思っておりま

す。それに対する私どもの周知やとか推進とか、もう少し効果的に皆さんに周知していく

必要があるかと思います。今後どういった方法で行っていくのが皆さんにより届くのか、

そういったことも考えさせていただきながら、そういった周知、推進を図ってまいりたい

と考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。以上です。

◎上村和生委員長

宿委員。

○宿 典泰委員

そのことと先ほどから頭数の話が出ましたけれども、僕は素人なんでわからないけれど

も、例えばイノシシであると１年間でどれぐらいの頭数がふえる、猿であればどうか、そ

ういったこと、鹿でもそうですけれども、そのあたりはどのような状況なんでしょう。教

えてください。

◎上村和生委員長

農林水産課長。

●廣農林水産課長

イノシシ、鹿に関しましても、イノシシでもたくさんの子供を産むというところは聞い

ていますけれども、年に何回出産して何匹ずつ子供を産んで、どれだけふえていってとい

ったところの細かい数字、私、今、資料等では持っていません。これからまた勉強してい

かないかんと考えておりますけれども、やはりこれからふえる頭数というのは、とってい

く頭数よりも多いんじゃないかと考えておりますので、しっかりとした獣害対策をとれる

ように考えてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。以上です。

◎上村和生委員長

宿委員。

○宿 典泰委員
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結果的にはそこやと思うんですよ。１年間でどれぐらい頭数がふえて、今イノシシが作

物に被害を与えておるかどうかということは別として、何頭ぐらいおるんだということを

やっぱり想像しておらんわけでしょう。その中で例えばイノシシが29頭とった、30頭とり

ましたよと。ほんならあと何頭残っておるかなと。これはもう想像ですよ、もちろん。こ

れ森林全部歩いてチェックするわけにいかんのですから。でも、そういう科学的な根拠と

いうのをやっぱり片方で持ちながら、獣害対策として本当に伸びておるのか、伸びていな

いのか。これもうイノシシと鹿と猿が、頭数でいってそりゃあばらばらだと思いますけれ

ども、年間200頭からふえておるということになれば、追いつく話じゃないわな、これは。

そのあたりの科学的な根拠をやはりいろんな教授とともに確認をしながら、今本当に伊勢

市内にどれぐらい頭数がおるんかということをやっぱり個別にやらないかんのでしょう。

その中で猟友会とともにどれぐらいの目標値を持って、やっぱりこのあたりまで制限をし

ていこうなというようなことを考えないと、これは減るわけないわな。何か猟友会との間

のこと、頭数のことも含めて、被害のことばかり話をして追っかけしておるけれども、実

態はそういうことだとは思うんですよね。そのあたりどうですか。

◎上村和生委員長

農林水産課長。

●廣農林水産課長

委員おっしゃるとおり、そのあたり今の状況でこれからどれぐらいふえて、これだけ減

らしていって、しかしどのくらいふえていく、そういったところをしっかりといろんなと

ころでまた教えていただきながら、これから獣害対策に取り組んでまいりたいと考えてお

りますので、よろしくお願いいたします。以上です。

◎上村和生委員長

宿委員。

○宿 典泰委員

これ以上申しませんけれども、やはりそういった専門の方々が、三重県の大学等の教授

も含めていろいろと指導いただける立場にある人もたくさんおると思うので、そういう人

とたしか連携をとっておったんちゃうのかな、伊勢市は。そんなことは何も有効に使われ

ていないでしょう。やっぱりそのあたりのことをきょうきょうのことじゃないのでお願い

をしたいと思います。

商品力・販売力の向上支援事業についてちょっとお聞きをしたいと思うんですけれども、

ビームスジャパンのバイヤーとの講演会をやったりということで、新商品の開発をされて

おります。これもやはり商品としては、ある程度頭打ちになるどのあたりかなということ

はあると思うんですけれども、魅力の発掘プロモーションというような状況のことを考え

ると、どのような目標を持ってやっているのか。今、伊勢市に商品がこれぐらいあって、

その中でビームスとコラボできるのはこのぐらいではないかなというような目標があると
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思うんだけれども、ちょっとそのあたりのことを聞かせてください。

◎上村和生委員長

商工労政課長。

●東世古商工労政課長

今年度、報告もさせていただきましたとおり、講演会のほうには34社46名の方に参加い

ただきまして、その中からワークショップのほうへは全部で25社出ていただく形となりま

した。そこから１社当たり一つずつぐらい新たなものができればいいなというふうに考え

ておるところなんですけれども、現実的にはなかなかすぐには商品の開発というにはつな

がらないのが現状でございまして、現時点で私どもが把握させていただいておりますのは、

残念ながらなんですけれども３商品ということでございます。以上です。

◎上村和生委員長

宿委員。

○宿 典泰委員

そのこと自体は予算がもう最終、限られた状況なんですけれど、来年の状況を見ても、

それはもう伸びていかないということになるのか、僕が言う目標としてはどれぐらいを思

ってみえて、予算がないものででけへんのか、そのあたりのことを聞きたいんです。

◎上村和生委員長

商工労政課長。

●東世古商工労政課長

ありがとうございます。今年度のこの事業につきましては、どちらかといいますと昨年

度、平成30年度に行いました伊勢の魅力発掘プロモーション事業、こちらのほうを受けた

実績の報告、こういった取り組みを行いましたよということと、こういった手法があるん

ですよということを市内の事業者様に御理解いただくというのが主な目的としておりまし

て、商品開発はどちらかというと意見交換を含めたいわゆる副次的なものという、今年度

の事業としては位置づけとさせていただいております。おっしゃっていただきましたよう

な商品の開発、それから実際の販売力ということで、魅力とそれを販売、この力をそれぞ

れそちらのほうへ効果を持っていくという事業につきましては、また来年度で取り組みを

させていただければというふうに今のところ考えております。

◎上村和生委員長

宿委員。

○宿 典泰委員
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多分、ビームスとの関係で連携をして商品が新しくできて、東京も私ちょっとお邪魔し

て見てきましたけれど、ああいう商品がそれは市外・県外の人に確認をしてもらうという

ことは大事なことですけれど、市内の人ってほとんど知らない、聞いてみたら知らない人

ばかりですよね。だからそのあたりのことで、販売力というならやっぱり最終的にはどれ

ぐらい売れたんだろうと。新しい商品をつくることによって、どのぐらい売り上げが上が

ったんだろうということが必要じゃないですか。そこら辺が我々もちょっと見えにくいの

で、そのあたりのことをもう一度お答えください。

◎上村和生委員長

商工労政課長。

●東世古商工労政課長

昨年度の事業について、実は予算がちょっとうまく今年度へつなげられなかったんです

けれども、市内でのいわゆる昨年度作成しました商品を販売する店舗、こちらというのを

置けないかということでいろいろと考えもしたんですけれども、現実にはちょっと至らな

かったという現状もございます。

他方、今年度まずは11月の時点で１商品できましたので、きのうそれから一昨日、神奈

川の日吉のほうで観光協会さんと一緒に物産展を行ったんですけれども、そちらでのテス

ト販売のほうもさせていただきました。アロマのディフューザーという商品やったんです

けれども、こちらのほうは持っていったものは完売したというような状況でございまして、

ただ、やはり販売力ということで、その商品の認知度、伊勢という地名というのはなかな

かやはり認知度は高いというふうに認識はしておりますけれども、そこにどういった商品

があって、どういったなりわいがあってというところがまだまだ弱いのかなというふうに

は考えておりますので、そういったあたりの情報発信等々、引き続き行っていきたいとい

うふうに考えております。以上です。

◎上村和生委員長

宿委員。

○宿 典泰委員

その件は突然言う話なので、どれぐらい売れておるのかも含めて、やはり我々のほうに

もちょっと見えるようにしていただきたいと思います。

外国人観光客誘致推進事業についてなんですが、伊勢市を訪れる外国人が10万人を超え

て、それ以後伸びていないということの報告がありました。私、他市・他県の状況を見て、

特に京都なんかを見てみると、本当に国内の観光客がぐっと減ってしまって、外国人が多

くなって、非常に観光としてそれはどうなんだろうと、こう感じるところがあるんです。

そこまで伊勢市が大きな意味での悩みがあれば別だとしても、これもやはり伊勢市の人

口がどんどん減っていく一方で、観光客をどんどん受け入れて、観光としてつなげていく

ということには、確かに限界があるかなとは思うので、やはり10万人から伸びていないと
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いうのが20万人まで目標があって伸びていないといのうか、50万人来てもらいたいと思っ

て伸びていないのかというようなことをきちっと精査していかないと、うやむやに何か外

国人の観光客が来ていないなということだけではいかんと思うので、そのあたりの基本的

な考え方はどうなっているのかちょっとお聞かせください。

◎上村和生委員長

観光誘客課長。

●小林観光誘客課長

今おっしゃっていただいたように、外国人、じゃあ20万人なんか30万人なんか目標は、

というところは、実は明確にはしておりません。水準としては全体の１％程度という認識

で、ほかの地域の状況を鑑みますと５％、10％と上げていきたいなという、そういう考え

方だけで、目標値を設定しているものではございません。

もう一つおっしゃっていただいたオーバーツーリズムという言い方をしておりますけれ

ども、観光客があふれてしまったことによって、もともとの風情とかそういうこともなく

なってしまった。よく例で言われるのが京都市の例なんですけれども、そういうことにな

らないように、正確に伝えて伊勢へ行こうと、たくさんの人が行っているから行こうじゃ

なくて、伊勢のことを知っていただいて行ってみようということになるように、今、情報

発信を行っているところでございます。

◎上村和生委員長

宿委員。

○宿 典泰委員

答弁には矛盾があると思うんやけれど、目標人数も構えていないのに何か目標しておる

ような状況のことをお答えするんやけれども、実際そういうことを考えながらやらないと、

伊勢の町並みももしかしたら変われるかもわからんと。国内の人がおはらい町で今いっぱ

いになっておる状況から、外国人が来るために、来てもらったためにという言い方が正解

なのか、ちょっと二の足を踏んでしまうということがあるとすると、何かやっぱりそこら

辺の戦略というのが僕は見えないような状況を感じるんですけれども、どうなんでしょう

かね。

◎上村和生委員長

産業観光部長。

●須崎産業観光部長

委員仰せのとおりだというふうに考えております。今、土日はもう内宮周辺はいっぱい

いっぱいというふうな状況と、それと宿泊施設につきましても、ほぼ伊勢市内のホテルは

土曜日ですと満室という状態が多く続いています。外国人の方が10万人というのは、これ
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神宮さんの参拝者数を目で見て、目視でカウントしていますので、実際はアジアの方を含

めると30万人ぐらいは行っているのかなというふうな推測はするんですけれども、要する

にじゃあ日本人観光客が伊勢市の場合減っているかというと、現在ふえております。

ですので、やはり外国人の方を誘致するには、平日で埋めるのが一番市としてはいいの

かと思っておりますので、欧米諸国の長期滞在型の誘致に今力を入れておるようなところ

です。アジア圏の方になりますと、どうしても土日祝日という宿泊も多いので、そのあた

りバランスを持って、日本人の方が来にくいような施策は極力打たないように現在考えて

おるような次第です。

◎上村和生委員長

宿委員。

○宿 典泰委員

やっぱりそのあたりのことを具体的に戦略を練っていかないと、多くなってから考えよ

うということでは、また日本人客が宿泊代も高くなって、もうほんなん伊勢志摩は行けん

わということに定着してしまうとえらいことになってしまうと思うので、早くその戦略を

練ってもらわないかんなと、こんなことを思います。よろしくお願いしたいと思います。

宮川の河川敷の公園事業についてお伺いしたいんですが、平成28年から続いておるとい

うことなんですけれども、ネックはやはり用地が買収できないということをお聞かせは願

うんですけれども、実態としてどういう状況になっておるのかということと、12月27日ま

で何か宮川河川敷公園整備事業の工事の契約はあったということも書かれておるので、ち

ょっとその内容も含めてお伺いをしたいと思います。

◎上村和生委員長

基盤整備課長。

●倉野基盤整備課長

まず、１点目の用地買収につきましてでございます。現在も地権者の協力が得られない

という状況は変わっておりません。５地権者６筆、1,518.4平米、補助物件４件が残って

おるという状況でございます。

それから、契約につきましては、水管橋の近くの坂路のほうの舗装工事ということで、

契約をさせていただきました。これにつきましては、昨年度整備いたしました森林の周り

の散策路との利便性をよくするための工事でございます。以上でございます。

◎上村和生委員長

宿委員。

○宿 典泰委員

わかりました。私が言いたいのは、宮川河川の河川敷として公園整備ができるよといっ
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たことで、国交省の確認もできておるということで、進んでいくということになると、こ

の施設内に野球場が４面であったりとか、テニスコートが何面やというような計画も見せ

ていただいてしております。そうすると、それは期待が大きく膨らんでおるわけですけれ

ど、いつになったら解決するという目標年次があるかどうかというようなことになると思

うんですよね。そのあたりはどのように考えてみえるんでしょうか。

◎上村和生委員長

基盤整備課長。

●倉野基盤整備課長

この計画立てたとき、平成22年６月のところから産業建設委員協議会のほうに御報告さ

せていただいており、計５回ほど経緯を報告させていただいております。その中でパブリ

ックコメント等も実施させていただきまして、その意見を参考に公園整備としてのメニュ

ーを検討するというようなお答えをしておりまして、まず公園整備のメニューを決めてい

かなければいけないということで、私どもも国・県等とも協議をさせていただいたんです

けれども、残念ながら財源の確保という意味の整備メニューがいまだ決まっていない状況

でございます。こういった非常に申しわけない、地元からもそういった声で、いつになる

んやというようなお声はいただいておるんですけれども、こちらについて整備メニューが

今決まっていない状況では、具体的にいつにできるというような目標年次が決まっていな

いというような状況でございます。

◎上村和生委員長

宿委員。

○宿 典泰委員

そうしますと、市民の方は非常に期待を持ちながら、ずっといつになるかわからんまま

待っておるということになるわけですね、結論からいうと。買収地も未買収のまま舗装を

やったり何やかやするという、もう手を入れるようなことをできたらいっそやめて、して

いくということも一つの方法かなと、こんなことを思います、買収できるまで。

それで、そういうことになったときにどうなるかというと、野球場４面、テニスコート

何面かというようなことで計画が出ておりましたから、当然これにかわるものというのを

どこでどんなにしていくんやということをやっていかないといかんとなると、スポーツ施

設としての考え方というのはどのように持ってみえるんでしょうか。やっぱり担当課とし

ても期待しておると思うんですよね。

◎上村和生委員長

基盤整備課長。

●倉野基盤整備課長
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現在、これから当時のそういった委員おっしゃっていただきましたような野球場４面と

かテニスコート云々というような計画というのが、今、私どものほうとしてパブリックコ

メントを参考にさせていただきました素案というのは持っておりますが、まだそれが先ほ

ども申しましたように整備メニューが決まっていないので、まだ済んでいないという状況

でございました。ただ、それにつきましても、大分年数がたってまいりました。現在もこ

れからまず進めていくとするならば、まず現在のスポーツ施設の状況、そういったものも

十分考慮して、計画を再度立て直すということも必要かというふうに考えております。今

後につきまして、そういったようなことで関係各課とも相談の上、計画のほうについてま

た取り組んでまいりたいと、以上のように思っております。

◎上村和生委員長

宿委員。

○宿 典泰委員

これはもうある意味スポーツ施設をつくるということになると、教育委員会とも関係は

してくる。また、社会体育としての関係でいくと、市民の方があそこへ野球場ができる、

テニスコートができるということになると、大きな大会の誘致等々も関連がしてくるわけ

ですから、それがいつになるかわからんという計画なら、やっぱり一旦ちょっととめられ

て、ほかのスポーツ施設としてどうやろうかというようなこととか、ほかにそういった対

応ができないかというようなことも、一度考えるということも必要になってくる話かなと

思うんです。そのあたりのことをきょう御答弁いただこうとは思いませんけれども、報告

として捉えておるので。やはり期待大の割には、用地買収が進まん限りはもう全然進まん

話ですから、それがもうこれ10年近くたってくるということになると、そのあたり担当課

としても事業として持ってそちらに労力割くよりは、違うほうへ労力割いていただいたほ

うがいいかなと、こんなことも思うので、ちょっと考え方をもうちょっと整理していただ

きたいなと、こんなことを思います。

もう一点よろしいですか。

◎上村和生委員長

はい。

○宿 典泰委員

国民体育大会のことはもういろいろとアピールしていただいておると思うんですけれど

も、私あれはマスコミの状況を見てみると、今オリンピックで目いっぱいかな。だからい

つ国民体育大会として盛り上げるタイミングというのが、実はあるかなと思うんですよね。

それがオリンピックの途中ではいかんやろうし、終わってからすぐできるような状況にす

るということも非常に大事かなとは思うんですけれども、いつキャンペーンとしてもう少

し濃厚なやつをやっていくことになると効果が上がるかなというのが、これはプロモーシ

ョンとしてもやはり大事なことかなとは思うので、そのあたりちょっと検討する必要があ
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るかなと、こんなことを思うんです。今いろいろと事業をやっても、オリンピックのほう

へもう国民も市民も大体向いておる状況の中でしておりますから、そのあたりの次の打つ

手というのをいつごろどのような形でやるかというのをちょっと見きわめていただきたい

なと思うので、考え方だけお聞かせをください。

◎上村和生委員長

国体総務課長。

●村井国体総務課長

ＰＲにつきましては、現在はまず市民の方にそういうものがあるということを知ってい

ただくというような形で、今年度はＰＲを進めております。今、委員おっしゃっていただ

いたように、来年はオリンピックというものもありますので、そのあたりのタイミングも

見計らいながら、もっと積極的ないろんな形でのＰＲというものを進めていきたいという

ふうに考えております。以上です。

◎上村和生委員長

他に御発言は。

世古委員。

○世古 明委員

私のほうで数点お聞かせをください。

獣害防止事業についてですけれども、皆さんから猟友会の会員数の減少という話が出て

いますけれども、計画にあるのかないのかちょっとここには載っていないんですけれど、

以前は捕獲するのに免許が要ると。免許を取得するには、講習を受けて試験を受けると。

以前は講習を受けて免許を取得したら、講習に係る経費等を補助しておったということが

あって、数名ではありますけれども、何名かふやしていく施策としてやっていたように私

は記憶しておるし、事実あったと思います。現在は、それはもう内容の中には含まれてい

ないんですか。

◎上村和生委員長

農林水産課長。

●廣農林水産課長

今、委員おっしゃいましたように、免許更新の補助についてですけれども、協議会のほ

うから補助のほうをさせていただいておるような、そんなような状況でございます。以上

です。

◎上村和生委員長

世古委員。



－21－

○世古 明委員

免許更新じゃなくて取得。

◎上村和生委員長

農林水産課長。

●廣農林水産課長

取得に関しては、皆さん御自身のほうでお願いしておるところの状況でございます。以

上です。

◎上村和生委員長

世古委員。

○世古 明委員

ということは、補助しておった前の事業というのは、今はもうなくなったということで

すか。

◎上村和生委員長

農林水産課長。

●廣農林水産課長

現在におきましては、取得に関する補助といったところは行っていないという状況でご

ざいます。以上です。

◎上村和生委員長

世古委員。

○世古 明委員

以前やっておって、それは年に数名やと思うんですけれども、猟友会の会員さんの減少

とか、とるためにはやはり免許必要なんで、その辺はやはり今後はまた復活することを検

討していただきたいと思います。

それと、事業の進捗ということで、現在、獣害防止事業については３分の1ぐらいの執

行やと思うんですが、今後予想されるというか、進捗状況の部分が執行になるのかと思い

ますけれども、防ぐための柵の費用とかは今後に発生をしてくるのかこないのか。

◎上村和生委員長

農林水産課長。
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●廣農林水産課長

防護柵に関しましては、協議会のほうで国のほうのお金も確保しながら設置させてもう

ておるところですけれども、地元の方にも協力いただきまして、防護柵に関しましては、

原材料のほうは協議会のほうで地元のほうに支給させていただいて、あとの維持管理、そ

ういったことは地元のほうでお願いしています。

また、防護柵の耐用年数ございまして、その耐用年数の間はきちっと受益地内では農業

しておってもらわないかん、きちっとした管理もしてもらわないかん、そういったところ

もありますので、そんなふうな話が乗ったところに関して、協議会のほうで原材料支給を

させていただいておりますが、今のところ相談はありますけれども、ここのところへとい

うところは、今年度に関してはまだ具体的にはないような、そんな状況でございます。以

上です。

◎上村和生委員長

世古委員。

○世古 明委員

防護柵については、耐用年数というのはわかるんですけれど、それは金のワイヤーメッ

シュが多いと思うんですけれど、やっぱりその設置してあるところの条件によっては腐食

が進んで、せっかくやったけれどそこをもう破られて入られるという年数のところもある

と思います。そういうところは状況に応じて、地元の意見も聞きながら進めていただきた

いと思います。

それともう一点、国民体育大会準備経費について確認をさせていただきたいんですけれ

ど、当初予算が2,500万円で既にもう2,500万円執行されておるということは、この事業の

今年度の分は終わったのか、それともこれだけもう使っておるんで足らん状況なんか、そ

の辺をお答えください。

◎上村和生委員長

国体総務課長。

●村井国体総務課長

この2,500万円につきましては、国民体育大会の伊勢市の実行委員会のほうに2,500万円

を支出しまして、実行委員会のほうで支出を現在しているというところで、９月末の時点

で支出負担行為額含めまして、およそ1,388万円が執行しているというような状況になっ

ております。以上であります。

◎上村和生委員長

よろしいですか。

○世古 明委員
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はい。

◎上村和生委員長

他に。

世古口委員。

○世古口新吾委員

簡単です。

◎上村和生委員長

１回にこれからしてくださいよ、できれば。

世古口委員。

○世古口新吾委員

すみません。先ほど聞いておくとよかったんやけれども、ちょっと聞きそびれたことご

ざいますんで、簡単に説明を願いたいと思います。

先ほど宿委員のほうから、平成28年サミットのときに10万人超えたけれども、それ以後

伸びておらないということがございました。そうした中で、やっぱりインバウンドについ

ては、週末以外は増加しておらないということでございまして、それは十分理解するわけ

ですけれども、やはりそういった進捗状況を考えた場合に、やはり今後の数字を伸ばして

くためにも、やっぱり他の対象国への出張所の設立とか専門分野の確立、あるいはあるま

ちにおいては、観光で食べておる市については、非常に英語のテストを入れるとかそうい

ったことで、優秀な人材を集めていくというようなことが非常に今後大事ではないんか。

ほんで、また観光客の誘客にもつながってくるのではないかというようなことも聞くわけ

ですが、その辺でいうとどのように考えておりますか。一言だけ。

◎上村和生委員長

産業観光部長。

●須崎産業観光部長

少し外国人の数字というのは、伊勢市の場合は常に参拝者数をとっておるんですけれど、

実は観光案内所の案内件数は正確に把握しております。その件数は年々ふえております。

志摩、鳥羽に比べますと欧米諸国の方が多いんですけれど、やはり一番多いのは中国、香

港、韓国あたりの方が多いのは現状なんです。そのあたりの推計と、あと宿泊施設につい

てもなかなかオープンにはできないんですけれど、特定の宿泊施設から数字をいただいて

おります。そちらについても、やっぱりふえておるような状況です。それもバランスとり

ながら、先ほど宿委員が仰せられたとおり、オーバーツーリズムになっては、やはり日本

人の方が来にくい観光地になってしまってはいけないので、そのバランスをとってうまく

やっていきたいというふうに考えておりますので、御理解賜りますようによろしくお願い
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いたします。

◎上村和生委員長

世古口委員。

○世古口新吾委員

わかりました。今後の対策というか、さらに数字を伸ばしていくために、やはり観光で

生活しておる市においてはスタッフを充実させるために、やっぱり海外へ行って誘客した

り対応できるような方向で、外国語のテストもやっておるというようなことを聞いていま

すが、伊勢はそこまで考えていませんか。

◎上村和生委員長

産業観光部長。

●須崎産業観光部長

仰せのとおり、観光案内所につきましては全て英語のできる方を配置しまして、ＪＮＴ

Ｏの指定もいただいております。職員につきましては、英語ができる者をできるだけ観光

課の配属を、現在も数名の職員が英語ができる対応ということになっておりますが、特定

の観光課の職員としてそういう採用はしておりませんが、今後、国際観光市として発展し

ていくのにそういうことも必要かなというふうに思いますので、そのあたりはまた人事の

ほうとも相談しながら進めてまいりたいと思います。

それと、先ほどＳＮＳの発信の件、御質問があったんですけれども、中村委員のほうか

ら。なかなか予算もかかるということで、特定の富裕層の方に届くような施策として、先

般、イギリス、アメリカのアーティストとかクリエイターを使って、その方々がＳＮＳで

発信していただくというふうなこと、それと皇學館大学との連携による高学歴の学生さん

からのＳＮＳの発信ということで、特定の高レベルの方に届くような発信を現在続けてお

りますので、そのあたり中心にインバウンドに取り組んでまいりたいと思います。よろし

くお願いします。

◎上村和生委員長

他に御発言は。

山本委員。

○山本正一委員

もうすぐに、時間もあれなんで。

獣害対策でちょっと話をしたいんですけれど、これいつも猟友会が高齢化してきて人が

減っていくということの中で、これやっぱり発想の転換せないかんと思うな。ということ

は、イノシシや鹿をとるのに猟友会の人が何人ぐらい行って、犬を何匹ぐらい連れていっ

てとるか知っておるか。ちょっとそこら辺。
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◎上村和生委員長

農林水産課長。

●廣農林水産課長

単独ではなく班で行くとは思っておるんですけれども、犬を何匹連れてどんな形で行く

かというところまではちょっとわかっておりません。以上です。

◎上村和生委員長

山本委員。

○山本正一委員

やっぱり……

◎上村和生委員長

すみません、山本委員、マイクだけちょっと使ってお願いします。

○山本正一委員

そこをやっぱり研究せんと、これ物事は解決せんと思いますよ。何も知らんと、猟友会

が少子高齢化で人が減っていくんやということでは、これもういつまでたっても鉄砲を打

つ人は減っていくし、イノシシはふえてくるし、イノシシは１頭で大体少なて４頭、多て

６頭というんか、６匹か８匹産むんやわ。そうすると、もうどんどんふえてくんねやわ。

そうすると、今、伊勢のこの地区で雌は何頭おるか知らんけれども、これ30頭とったとい

うても、大体雌５頭とったということぐらいのものや。それではもう全然追っつかんな。

そうすると、やっぱり猟友会の人が最低４人はいて、１人では絶対とれやんのや。という

んは、見ても逃げていたらもうそれで終わりやで、やっぱり囲いをして、こちらから追う

て、向こうへ行って、犬が吠えて、それで大体おおむね右へ逃げるやろうな、左へ逃げる

やろうなというんを推測して配置をして、鉄砲を打ってとるわけや。そうすると、やっぱ

り４人、５人行って、この金額では誰も行かへんわ。誰も行かへん。それでこれ8,000円

ぐらいのものやで、日当にもならんわけや。そやで、そこのところを考えて、年とってく

ると腰も痛い。しかし、１回１頭とったら市単で金出しよったらいいんやで、１頭とった

らこれだけの日当になんねやということをやっぱりしていかんと、これもう全然とる人が

おらんようになっていくわ。山へ行くだけえらいだけやもん。やっぱりそやで、山へ行っ

ても１回とると宝くじやないけれどもわからんな。わからんけれども、とれやんときもあ

るわけやで。それで、とれたときはやっぱり思い切った金額を１頭について市単で出した

って、そうするとやっぱり行くと思うんやわ。それで息子らにもちょっとアルバイトがて

らに行ってこいとかいうと、免許さえ取ったらまた行けると思うんやわ。そやで、この金

額ではもうどんどん減っていて、それはもう足や痛い、腰痛い、それでで犬の餌も要るも

の。そういうところをやっぱり考えていって、日当になるようにしたると、とれるように
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思うんやけれども、そこら辺の考え方をちょっと。

◎上村和生委員長

農林水産課長。

●廣農林水産課長

ただいま委員おっしゃいましたように、捕獲に対する委託金額のほう、１頭当たりの金

額がちょっと少ないんじゃないかなという話やったと思うんですけれど、これ国のほうの

基準は、実はうちが持っておる数字よりもっと少ないものになっておりまして、国のほう

の基準に比べますと、うちのほうで今の状態でも市単でちょっと上乗せして、それぞれと

ってもらった人には捕獲に対するお金は渡しておるような、そんな状況です。ただ、金額

で頭数がふえるかどうかというのは、あるかないかというのはわかりませんけれども、ま

たそのあたり予算のこともあると思いますもので、すぐに金額上げますという話もできな

いかと思いますけれども、またこういったところも検討して、猟友会のほうとも相談して

いきたいなというふうに考えております。以上です。

◎上村和生委員長

山本委員。

○山本正一委員

それは国は国でええと思うんですよ。それで市単で思い切ってやっぱり何十万円、仮に

わからんな。わからんけれども、やっぱり日当になるようにしたると行くと思うんやわ。

どんどんほんなもん年とってきて足も痛いし、金になるかならんかもわからんし、とれや

んかもわからんのやで。そやで、それを行かへん者を何回も行かすことにおいて、１頭で

も２頭でもとるんがふえてくると思うんやわ。そやで、やっぱり固定観念にこだわらんと、

国はどうやこうや言わんと、市単で伊勢市はこれだけ出して一生懸命減らしておんのやと。

それ考えて、イノシシなんかは１匹に４頭から６頭、８頭と産むんやで、これどんどんふ

えてくるわ。それはもう全然、それで百姓のことも考えたったら、やっぱりかわいそうや

に。そこら辺も踏まえてちょっと考えたってもうたらありがたいかなと思うんで、これで

終わりますんで一つよろしく。

◎上村和生委員長

他に。

副委員長。

○野口佳子副委員長

先ほどの宮川河川敷の公園の整備事業のところで、宿委員のほうからもお話があったん

ですけれども、用地買収なんですけれども、前に聞かせてもらったときも90何％が用地買

収ができていると聞いたんですけれども、それ以降はまだまだ１件も前へ進んでいないん



－27－

でしょうか。

◎上村和生委員長

基盤整備課長。

●倉野基盤整備課長

今おっしゃっていただいたように、最後の報告から１件も進んでいないのが状況でござ

います。

◎上村和生委員長

副委員長。

○野口佳子副委員長

用地買収を進めていくにも、まだ進んでいないというので、それこそ執行済額もゼロ円

ですので、これは年に何回かそこのところの家にもお願いに行っていただいているんでし

ょうか。

◎上村和生委員長

基盤整備課長。

●倉野基盤整備課長

申しわけない話なんですけれども、まだ整備メニューが決まっていないという状況でも

ございましたので、用地買収のほうを国も市も進めていなかったというのが現状でござい

ます。

◎上村和生委員長

副委員長。

○野口佳子副委員長

国も県もといいましたら、それこそ本当に何年も前にもずっとこれを進めている中で、

せっかく皆さんが野球場とかテニス場をつくってほしいというので、要望もしていると思

うんですけれども、このような状態でしたら、本当に先ほども言われましたように、考え

方を変えたほうがいいというお話がありましたんですけれども、そういうところで何か考

えはあるんでしょうか。

◎上村和生委員長

基盤整備課長。

●倉野基盤整備課長
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すみません。ちょっと訂正させていただきます。県ではなく、国と市でございますんで、

よろしくお願いいたします。

先ほども申しましたように、まず現在のグラウンドの状況、スポーツ施設の状況、そう

いったものも考慮しながら、今後また考えていきたいというふうに考えております。

◎上村和生委員長

副委員長。

○野口佳子副委員長

ありがとうございます。本当に何年もこのままのような状態でしたら、いつも城田地区

のところで、あそこの河川敷のところの掃除も１年に１回ですか、中学校や小学校の子供

さんと青少年健全育成会の皆さん方で掃除もしているんですけれども、あのような状態が

ずっと続いているというのはちょっと大変残念ですので、何とか前へどんどん進めていっ

ていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

◎上村和生委員長

他に御発言もないようですので、説明に対しての質問を終わります。

続いて、委員間の自由討議を行います。

御発言はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎上村和生委員長

御発言もないようですので、自由討議を終わります。

本件につきましては、今回の審査をもって調査を終了するということで御異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

◎上村和生委員長

御異議なしと認めます。本件については調査を終了いたします。

会議の途中でありますが、15分まで休憩とさせていただきます。

休憩 午前10時06分

再開 午前10時15分

◎上村和生委員長

休憩を解き、会議を再開いたします。

【地域公共交通に関する事項】

〔地域公共交通再編について〕

◎上村和生委員長
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次に、「地域公共交通に関する事項」について御審査を願います。

「地域公共交通再編について」当局からの説明をお願いします。

交通政策課副参事。

●平見交通政策課副参事

それでは「地域公共交通再編について」御説明申し上げます。

資料２－１、１ページから３ページの１、２につきましては、７月30日の産業建設委員

会でお示しさせていただいた市内環状バスの資料について、最新の数字に更新したもので

ございます。

１ページをごらんください。１の（１）としまして、運行実績でございます。

①月別の利用者数、便当たり平均利用者数でございます。１月から９月の利用者数の推

移でございます。第二期スタートの９月の利用者数は3,765人、１便当たりの平均利用者

数は7.8人でございます。

②バス停別乗降車数でございます。第一期の１月から８月の集計でございます。

２ページをごらんください。第二期の９月の集計でございます。

２の（１）としまして、指標目標に対する評価の総括でございます。①から④までの項

目別の考察につきましては、次の（２）で御説明をさせていただきます。

（２）①市内公共交通利用者の増加でございます。市内循環バス、おかげバス、おかげ

バスデマンド、沼木バス、路線バスの平成30年１月から６月、平成31年１月から６月の利

用者数と前年からの増減を示しております。その結果、125人の減少となっております。

なお、路線バスは志摩営業所管内の御座、五ヶ所線を含んだものであり、伊勢市内におけ

る生活交通利用とした数字をお示しすると括弧の数字となり、結果として9,075人と大き

く増加しております。

３ページをごらんください。既存のおかげバス、おかげバスデマンドの平成28年から平

成31年までの１月から６月の利用者数と前年同月を比較したものでございます。平成31年

は平成30年と比較して2,389人増加しており、循環バスとも相乗効果で利用の増加につな

がったのではないかと考えております。

②市内循環バス利用者の確保でございます。９月の時点では、全便平均で7.8人、３か

ら７便平均では10人を超えており、おおむね良好な状況でございます。引き続き利用者の

増加を目指したいと考えております。

③乗り継ぎ利用者の確保でございます。乗り継ぎ券及び１日券の利用枚数から33.2％の

方が乗り継ぎ利用をしており、引き続き高い水準を維持しております。

④満足度の向上でございます。第二期では利用者だけでなく、利用していない方々も対

象にした調査を12月に実施したいと考えております。

３、社会実験の今後の取り組みについて。（１）本格運行の考え方でございます。第二

期を開始して２カ月程度でありますが、第一期と比較して利用者が大きく増加し、指標目

標も現時点ではおおむね良好であるため、４月以降の本格運行に向けた準備を開始してい

きたいと考えております。４月１日運行のためには12月議会に債務負担として計上する必

要がありますが、２月ごろ総合的に判断していただきながら、本格運行後も改善しながら
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取り組んでいきたいと考えております。

４、市内環状バス、おかげバス、おかげバスデマンド、沼木バスの再編案。（１）ルー

トでございます。一部修正を除き、８月26日の産業建設委員会でお示しさせていただいた

ルート案から変更はございません。

４ページをごらんください。（２）便数でございます。現状の便数確保を目標に、利用

の少ない便は廃止または他の時間帯への変更を行い、また、運行効率の悪いダイヤは統廃

合を行う予定でございます。表が現時点での再編前と再編後の便数でございます。

（３）バス停の目標値でございます。今後のバス停について利用者の目標値を設定し、

管理していきたいと考えております。

①廃止検討または廃止の基準でございます。月におおむね６名、年間72名の利用がなか

ったバス停については、廃止または運行方法の変更を検討します。また、月におおむね２

名、年間24名の利用がなかったバス停については廃止します。

②設置の基準でございます。①とは逆に、地域から目標値を達成できることを含めた設

置の要望がある場合は設置を検討したいと考えております。

③評価期間でございます。修正年度を含めた２年間で評価したいと考えております。

④周知方法でございます。バス停、バス車内に利用実績及び評価を表示。同様に関係自

治会及びまちづくり協議会へも周知を行いたいと考えております。

５、地域主体による乗合タクシー運行案について。（１）目的でございます。地域交通

エリアにおいて、まちづくり協議会が交通不便地域を解消するために運行する乗合タクシ

ーに要する事業費への補助を考えております。

（２）運行方法。①対象エリアでございます。鉄道、路線バス、コミュニティバスでも

カバーできない地域や、勾配や地形などの要因で移動が困難なため、地元から要望があり、

伊勢地域公共交通会議が不便地域と認める地域でございます。

５ページをごらんください。 ②補助対象者はまちづくり協議会でございます。

③補助対象者の契約先は、伊勢市内に営業所があり、道路運送法第４条一般乗合旅客自

動車運送事業の許可を有する事業者でございます。

④補助対象経費、補助金額は、運行経費から運賃収入などを差し引いた金額で、上限50

万円、２年間は実験期間とし、上限額を超える場合は別途協議と考えております。

６、ＩＣＴ化と運賃体系でございます。福祉部局と連携しながら令和２年度中に整理し、

令和３年度から実施したいと考えております。

７、その他でございます。令和２年度以降、バス停環境整備、バス停ネーミングライツ、

公共交通案内サインについて実施していきたいと考えております。

８、伊勢地域公共交通網形成計画案でございます。お配りさせていただいた資料２－２

につきまして、12月にパブリックコメントを実施したいと考えております。

９、今後のスケジュール案でございます。おかげバス、おかげバスデマンドについては

８月１日、沼木バスについては10月１日から変更することを目標に、作業したいと考えて

おります。

以上、「地域公共交通再編について」御説明申し上げました。よろしくお願い申し上げ

ます。
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◎上村和生委員長

ただいまの説明に対しまして、御発言はありませんか。

中村委員。

○中村 功委員

路線バスの減少が１万7,000人ですか、増減が１万7,200人となって、御座、五ヶ所線を

除いた場合は8,000人ということになるんですが、路線バスの8,000人の減少した原因とい

うのか、要因というのはどのように把握しておられますか。

◎上村和生委員長

交通政策課副参事。

●平見交通政策課副参事

この8,000人の内訳としまして、これかなり限定された路線でございまして、土路今一

色線が約5,000人の減少をしております。それ以外ですと、イオンうぐいす台線、こちら

が約3,000人減少しております。

あとはほぼ増減、微増、微減という感じで推移をしておるんですけれども、原因といた

しましては、土路今一色線につきましては、学生利用が減ったというのは当然あるんです

けれども、この路線につきましては、赤十字病院があるころは非常に利便性のあるルート

だったんですが、病院がなくなったことで非常に買い物にも行けない、病院にも利用でき

ない、駅に行くだけの路線になってしまっているという状況で、減少が著しいと考えてお

ります。イオンうぐいす台線につきましては、市内線ということで、宮川中学校方面から

来ているバスとかなり重複している部分がありまして、いわゆる供給過剰になりつつある

のかなという状況で、減少が著しいということで現在理解しております。以上でございま

す。

◎上村和生委員長

中村委員。

○中村 功委員

ありがとうございます。何か市内循環バスが非常に乗って、おかげバスが非常に盛況で、

市内の今まであった路線が減っていくというのも妙な現象かなと、そんなことを思いまし

たので、把握しておるということでありますので安心をいたしました。

あと、バス停の目標値というのを設けて、廃止基準を設けておる。私はどの数字がええ

かというのは非常に悩ましいところだと思いますので、一定の基準を設けたということに

ついては評価をしたいと思います。

ただ、バス停に限らず、例えば路線の廃止という考え方、バス停がなくなるということ

は、コースの変更というのがあるのかなというふうにも捉えられるんですが、せっかく今
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回新しく伸ばした路線とかコースがやはりちょっといかんだわと、こういうようなところ

の基準というのは、設ける考え方はないんでしょうか。

◎上村和生委員長

交通政策課副参事。

●平見交通政策課副参事

今回の利用状況をいろいろ分析させていただきまして、バス停個別の乗っている乗って

いないという評価はできているんですけれども、路線自体が丸々全否定するという部分は

ほとんどの地域では見受けられません。ただ、一部非常にもう人口減少が著しいような路

線につきましては、もう少し推移を見ながら、廃止とまではいかないにしても、運行方法

のやり方をさらに考えていく必要はあるということで考えております。以上でございます。

◎上村和生委員長

中村委員。

○中村 功委員

以前は空気を運んでいるとか、そんなようなこともありまして、路線の縮小、小型化す

るなり、あるいはデマンドタクシーに下げていくという表現か、変更したり、そんなこと

で経費の節減を図ってきたと、こういうことなんですが、やはり始まる前にその地域地域

に、こういうふうにしたらあと何年かしたらなくなりますよというのは事前に伝えておい

たほうが、やめるときにもやめやすいし、あるいは協力して乗っていただけるということ

で、私はやはりバスを利用する人が伊勢の人少ないと、こう思うんですが、それにはやっ

ぱり利便性が悪いというところがあって、便数をふやすというのが最大の課題かなと、そ

んなような、経費がもちろんかかりますので、そこが非常に分かれ目かなと、そのように

感じておりますので、ぜひ廃止とそこら辺の明確な部分というのは、事前にその地域の方

に言っておいたほうがいいのかなと思います。

それと、あとＩＣＴ化なんですが、これについては回数券がこれまであったかと思うん

ですが、その辺はもうどのようになるんでしょうか。

◎上村和生委員長

交通政策課副参事。

●平見交通政策課副参事

そのあたりについても、回数券の運用についても、まだちょっと今現在、議論の途中で

して、それがチャージ方式のポイント方式で回数券として情報を与える方法もありますし、

そのあたりちょっといろいろとオプションといいますか、ＩＣカードに持たせる機能はお

金はかかるんですが、こちらの思うような形には組むことができますので、そのあたりも

含めまして、まだ福祉のほうの現在やっている寿バス券もありますので、総合的に協議し
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ながら進めていきたいと考えております。以上でございます。

○中村 功委員

ありがとうございます。

あと……

◎上村和生委員長

よろしいですか。

○中村 功委員

はい、結構です。

◎上村和生委員長

他に御発言はありませんか。

宿委員。

○宿 典泰委員

全体を見せていただいて、非常によくまとめられて、調査もされたかなという評価をし

ております。

ただ、何点かありますのは、やはり５ページでいくとＩＣＴ化の問題であったり、令和

３年４月からというのがもう矢印があるのが気になって、これは余りここまで審議をして

いないので、このあたりのことをどうするかということはあるので、ちょっと案としても、

ちょっと今回は認めがたいかなと、こんなことを思います。

それで、私はこの中で検討していただいて、非常に便数の問題やらルートの問題やらい

ろいろとお聞きをすると、きちっとされておるなということは思っておるんですけれど、

ただ、万一、廃止基準というのが４ページ目にあるんですけれど、このときに月におおむ

ね６名というのが、延べとしたら６人なのか、それか１人の人が６回乗ったのかというこ

とがちょっとあろうかと思うので、これは当然ＩＣＴ化になれば、どこでどの方がどんな

状況で使ったかというのはわかるんやと思うんやけれど、いつもバスの問題については、

やはり伊勢市内が人口減少がずっと続いていくということが、人口ビジョンの中の前提と

してここへ組み込まれないといかんと思うんですよね。そういうことになるとすると、や

はり月に２名というのは当たり前に廃止、６名も今言われたような状況でどうかと。何名

が正解かはちょっとわかりませんけれど、ＩＣＴ化になればもっと細かな情報がもらえて、

廃止基準というのが明確になるかもわからんのですけれど、そのあたりのことについて、

もう少しお考えを聞かせてください。

◎上村和生委員長

交通政策課副参事。
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●平見交通政策課副参事

バス停の目標値の基準につきまして、主に根拠としては数字なんですけれども、昨年度、

伊勢市のほうで大規模にアンケート調査をさせていただきまして、外出頻度を伺っており

ます。その最低ラインが月に１日から２日、こちらが最低ラインでした。一方、内閣府の

ほうが平成30年度に、60歳以上の方に対して外出機会のアンケートをしているんですが、

その最低ラインが月に２日から３日ということで、今回とあるバス停で１人の方が月に１

回行って帰ってくると、年間24名。月に６名、72名の根拠としては、月に１人の方が３回

外出して、行って帰ってくるので72名ということで、まず一つの基準としてはそういう根

拠でつくらせていただきました。

委員のおっしゃるとおり、この72名が多い少ないかという部分なんですけれども、やは

りこのあたりについても、例えば１人の方が70回利用するよりは、10人の方が３回使うほ

うが公共性が高いというか、そういうバス停の価値としては、そちらのほうが高いという

評価は当然していかないとだめだと思っておりますので、そのあたりの評価をしていく幅

を持たせるということで、一旦は24名から72名の間はそういう評価をしていきたいと考え

ております。それで、委員おっしゃるとおりそれを把握するには、やはりデマンドについ

ては予約制なんでどの方が乗ったかわかるんですが、バスについてはＩＣ化しないとなか

なか把握し切れないという部分がありますので、このあたりはＩＣ化した後にしっかり考

えていきたいと思っております。以上でございます。

◎上村和生委員長

宿委員。

○宿 典泰委員

わかりました。そのことも含めて、やはり効果がどうあるかというのは、やっぱり財政

的なこともあるので、ＩＣＴ化の話をお聞きすると、非常に事細かくいろんなサービスが

あるけれども、実際には非常に高額になってくるおそれもあるということもあって、どの

あたりのことをどうするかわかりませんけれども、実際にはもう月２人、４人、６人とい

ったときに、１人当たりのどのぐらいの運賃に対して、支出がどのぐらいかかっておるの

かということは計算できるわけですよね。

そのあたりのことも次回にはまた細かく数字的なものは出していただきたいなと思うん

ですけれども、ＩＣＴ化を導入ということと、令和３年４月からもう続けていくというこ

とは、僕はイコールやろうと思うので、そのあたりがオーケーオーケーということになる

と、令和３年からの４月運行も認めた状況になるんかなと思いながら、これを案として僕

は見ておるんやけれども、やっぱりそのあたりは、費用対効果のことはしっかり押さえな

がら、ＩＣＴ化するとこれぐらいの費用はかかるけれども、便利さとしてこうなるとか、

先ほどちょっと説明の中でもあったような寿バスとの関係、このあたりも同時に進める必

要もあろうかなと思っておりますけれど、そのあたりもう一度お答えをください。

◎上村和生委員長
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交通政策課副参事。

●平見交通政策課副参事

すみません。９番のちょっと資料のつくり込みにつきまして、ちょっと令和３年４月と

入れてしまって申しわけございませんでした。

これで今回了承いただいたら進めていくということではなくて、ここにも入れさせてい

ただいておるんですけれども、予算要求としましてはいろいろ細かい形でさせていただい

て、その都度しっかりと資料提供というか、御説明もさせていただきながら進めていきた

いと考えておりますので、またよろしくお願いいたします。

ＩＣＴ化、便利さなんですけれども、こちら委員おっしゃるように、福祉と非常にかな

り詰めないとだめな部分が多くて、まだ現段階でどうこうというお話はできないんですけ

れども、幾つかの案をお互い出し合いながら、進めながら、情報もしっかりとした情報を

議会のほうにもお示しさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

◎上村和生委員長

宿委員。

○宿 典泰委員

もう一点聞かせてください。まち協のほうで、道路運送法の第４条に基づく許可が云々

とありますけれども、もう少し御説明をいただきたいと思います。

◎上村和生委員長

交通政策課副参事。

●平見交通政策課副参事

こちらの地域の主体の乗合タクシーでございますが、前回、産業建設委員会でも御説明

をさせていただいたんですけれども、基本的にはまちづくり協議会さんが主体となって、

バス停の位置だったりルートであったり決めていただいて、我々がフォローしながら国の

許可をとるような形で、ブラッシュアップしながら進めていくというやり方でございます。

契約につきましては、まちづくり協議会さんと直接、道路運送法４条の一般乗合旅客自

動車運送事業なんですが、普通のタクシー会社さんは乗用の許可しか持っておりません。

乗用というのは何かというと、１対１契約ですんで相乗りができないということです。大

半、現状では乗用しかないタクシー会社さんが大半ですので、そういった意味で、現在、

乗り合いの許可を持っているタクシー会社さんか、今後、乗用から乗り合いもとるという

ようなタクシー業者さんに限定をさせていただくという趣旨で、契約先を表記させていた

だいております。以上でございます。

◎上村和生委員長

宿委員。
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○宿 典泰委員

やはりこのあたりの補助金が発生するということになると、まち協がやるにしても、そ

の採算がどのあたりになるのか、どれぐらい費用がかかるんかということをこれは続けて

調査していく必要があろうと思うんです。一度始めると、この補助金50万円だけではなく

て、毎年何らかの補助をくれというようなことになってくると、だんだんえらい補助事業

としては拡大していくようなことになっていくので、これは伊勢市内でも沼木が始めまし

たけれど、いろいろ検討課題があった。また、２年、３年たってくると検討課題が出てく

るということになるので、ぜひこのあたりのことは慎重にという言い方はしませんけれど

も、収支のぐあいというのをきちっと確認しながら進んでいっていただきたいと思うんで

すけれど、そのあたりのところ、確認事項としてお願いします。

◎上村和生委員長

交通政策課副参事。

●平見交通政策課副参事

こちらにつきましても、委員おっしゃるとおり、現時点では全く読めない状況でして、

市外でも幾つか津市であったりとか、伊賀市さんでもやっているんです。県外でもたくさ

んやっているんですけれども、全く使われないか使われ過ぎて困るというケースが非常に

多いと伺っております。やはり委員おっしゃるとおり、使われ過ぎて非常に市側の負担が

大きくなってくるとそれも問題ですし、使われ過ぎなくてもやっておる意味というか、そ

のあたりも問われる部分が出てきますので、現在、進修と修道の２地区で今お話をさせて

いただいておりますが、それらの状況を見ながら、これはもう地区によって全然違ってく

ると思いますので、そのあたりもしっかり調査しながら進めていきたいと考えております。

以上でございます。

◎上村和生委員長

宿委員。

○宿 典泰委員

もう一遍、これはちょっと今回運行事業についてのまとめとして、形成計画の案を出し

ていただいたんですけれども、やはり２の58ページとか59ページ見ると、ちょっとこれの

表では細か過ぎてわかりづらいので、このあたりはひと工夫要るんではないかなというこ

とを申し上げて終わっておきます。

◎上村和生委員長

他に御発言はございませんか。

世古委員。
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○世古 明委員

１点お聞かせをください。３ページの社会実験の今後の取り組みついてはということで、

本格運行の考え方というのが書かれていますけれど、端的に言うと、この社会実験は良好

と書かれておるんで、成功したという認識でよろしいですか。

◎上村和生委員長

交通政策課副参事。

●平見交通政策課副参事

まだ二期の途中ではありますが、現在のところ成功しておって、本格運行を４月からや

っていきたいという趣旨で書かせていただいております。以上でございます。

◎上村和生委員長

世古委員。

○世古 明委員

おおむねいい感じで進んでおるということですけれど、最終判断12月までということな

んですけれども、この方向的にはもう決まっておって、突発的にこれが起きたらいかんと

いうような、今の現時点では言えやんと、ないかもしれませんけれども、そのように想定

されることはございますか。

◎上村和生委員長

交通政策課副参事。

●平見交通政策課副参事

９月が3,765人ということで、10月も現時点ではちょっと数字出てまいりまして、133人

の減少して3,632人、ほぼ一緒の状況で推移しておりますので、ここからがくっと1,000人、

2,000人減るということは、現時点では考えづらいと考えております。以上でございます。

◎上村和生委員長

よろしいですか。

他に御発言はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎上村和生委員長

御発言もないようですので、説明に対しての質問を終わります。

続いて、委員間の自由討議を行います。

御発言はありませんか。よろしいですか。

世古委員。
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○世古 明委員

先ほど質問もさせてもらったんですけれど、当局側については社会実験は成功やと思っ

たということなんですけれども、議員の皆さんはどんな感じで思われておるんか１回、こ

の循環バスに限ってはいいのかなとは思いますけれど。そういうの、皆さん御意見あれば

聞かせていただければと思います。

◎上村和生委員長

どうでしょうか、皆さん。

中村委員。

○中村 功委員

循環バス以外でもと、こういうことですか。

○世古 明委員

循環バス、全般でもいいですよ。

〔「社会実験やったら循環バス」と呼ぶ者あり〕

○中村 功委員

循環バスのみということですか。

循環バスについて、私は非常にいいことだと思います。ただ、当然ながら今後の利用形

態、特に便数的なことが左右されるんでしょうで、やはり経費とそのバランスというのが

常に注視しながら、この事業は進めてもらいたい、そのように思います。

◎上村和生委員長

他に御発言はございませんか。よろしいですか。

宿委員。

○宿 典泰委員

私は市民サービスとして循環バスが政策として上がってきたことについては、これはも

うある面の評価をします。ただ、以前から言うように、やはりちょっと辛口かわかりませ

んけれど、サービスの拡大とやはりそれを廃止する、中止するというときの判断というの

はどうしていくかということは、一番担当者も難しい話だし、市のほうも難しい話だと思

うんです。それはやはり寿バスのバス券の話からすると、本当に延々そういったことを続

けておりますので、この際ＩＣＴ化も含めて、何か一本化していく。ただ、どういう状況

になったらそのことを廃止するか、中止するか、また統合したり、路線をしていくかとい

うようなことは、日々刻々と変わってくるとは思いますので、そのあたりのことのチェッ

クをしていただきたい。

それとやはり先ほど申しましたけれど、収入、支出のわかるものをきちっとやっていっ

て、乗れない人、乗らない人にもやはりわかるような状況をつくっていかないと、何ね、

200円、300円で行けるところが1,500円もかかっておるやないかということが、本当にサ
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ービスかと問われたときに、非常に困る話だと思うので、そのあたりのことがやはり検証

できるような状況をつくってもらいたいなと。その上でこれから議論をしながら、令和２

年から続けていくのかどうかも含めて、議論していきたいなと、こんなことを思います。

◎上村和生委員長

他に御発言は。よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

◎上村和生委員長

御発言もないようですので、自由討議を終わります。

以上で、「地域公共交通再編について」を終わります。

「地域公共交通に関する事項」につきましては、引き続き調査を継続していくというこ

とで御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

◎上村和生委員長

御異議なしと認めます。本件につきましては、引き続き調査を継続いたします。

以上で、御審査いただきます案件は終わりました。

これをもちまして、産業建設委員会を閉会いたします。

閉会 午前10時45分
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上記署名する。

令和元年11月18日

委 員 長

委 員

委 員


